




























はじめに

　心身障害児の在宅対策は,医療,教育,福祉の三側面からさまざまなアプロー

チが試みられ,その内容の拡充はめざましいものがある。しかしその発展につ

れて,従来なかった新たな問題が提起されつつある。とりわけ訪問指導(あるい

は訪問による家庭援助)には検討すべきことがらが山積している。即ち,福祉サ

イドからは社会福祉主事,児童福祉司,精神薄弱者福祉司,身体障害者福祉司,民

生委員,家庭奉仕員等が訪問し必要なサービスを行っており,また,医療サイド

からは保健婦等の指導があり,教育サイドからは訪問教師の派遣がある。さら

にこれらの領域にとらわれないボランティア活動もある。


